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第８条第１項２号「敷地出入口側の擁壁天端を超えない変更」とは

第８条第１項４号「外部直擁壁天端の外側を結ぶ線より道路側にはみ出す」
　　　　　　　　　とは

このラインを超えてはならない
現況地盤面

敷地出入口側の擁壁天端

擁壁天端の外側を結ぶ線
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